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(57)【要約】
　本発明は、部分吸収薄膜が配置されたフォトマスク基
板の方向に電磁放射線を誘導する段階と、フォトマスク
基板に温度上昇を発生させる段階と、薄膜の位相遅延損
失の少なくとも一部分を回復させる段階とを含むフォト
マスクの有効耐用年数を増加させる方法を提供する。電
磁放射線は、フォトマスク基板の高吸光係数と実質的に
一致する波長を有する。
【選択図】図５Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォトマスクの有効耐用年数を増加させる方法であって、
　位相遅延損失を有する部分吸収薄膜が配置されたフォトマスク基板に、該フォトマスク
基板の高吸光係数と実質的に一致する波長を有する電磁放射線を差し向ける段階と、
　前記フォトマスク基板に温度上昇を発生させる段階と、
　前記位相遅延損失の少なくとも一部分を回復させる段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記フォトマスク基板の上方に位置決めされた材料を通して前記電磁放射線を差し向け
る段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フォトマスク基板は、ペリクル内に少なくとも部分的に封入され、前記材料は、ペ
リクル膜であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　レーザの前記波長は、８マイクロメートルよりも長いことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記基板は、石英であり、前記電磁放射線波長は、約９マイクロメートルであることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　回復が、酸化又は焼き鈍しの結果であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　位相遅延回復が、表面清浄化と同時に発生することを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　前記フォトマスクにわたって限界寸法の全体的均一性及び光学近接性補正を改善するた
めに前記部分吸収層内の位相遅延損失の様々な量を回復させる段階を更に含むことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記フォトマスク基板の温度をそれへの損傷を防止するために閾値温度よりも低く維持
する段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基板は、少なくとも２つの材料を含み、レーザが、該材料のうちの少なくとも２つ
の高吸光係数と実質的に一致する波長を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　フォトマスクの光学特性を改善する方法であって、
　部分吸収薄膜が配置されたフォトマスク基板に、該フォトマスク基板の高吸光係数と実
質的に一致する波長を有する電磁放射線を差し向ける段階と、
　前記フォトマスク基板に温度上昇を発生させる段階と、
　前記薄膜の位相及び透過度の少なくとも一方を修正する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記修正する段階は、前記位相を増加させる段階及び前記透過度を減少させる段階のう
ちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記修正する段階は、前記位相を減少させる段階及び前記透過度を増加させる段階のう
ちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記フォトマスクは、ペリクル内に少なくとも部分的に封入され、
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　前記フォトマスク基板の上方に設位置決めされたペリクル膜を通して前記電磁放射線を
差し向ける段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記電磁放射線は、前記薄膜の方に更に差し向けられ、該電磁放射線は、該薄膜の高吸
光係数と実質的に一致する波長を有することを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　フォトマスクの光学特性を改善する方法であって、
　フォトマスク基板上に配置された部分吸収薄膜に、該薄膜の高吸光係数と実質的に一致
する波長を有する電磁放射線を差し向ける段階と、
　前記薄膜に温度上昇を発生させる段階と、
　前記薄膜の位相及び透過度のうちの少なくとも一方を修正する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記修正する段階は、前記位相を増加させる段階及び前記透過度を減少させる段階のう
ちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記修正する段階は、前記位相を減少させる段階及び前記透過度を増加させる段階のう
ちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記フォトマスクは、ペリクル内に少なくとも部分的に封入され、
　前記フォトマスク基板の上方に位置決めされたペリクル膜を通して前記電磁放射線を差
し向ける段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記電磁放射線は、前記フォトマスク基板に更に差し向けられ、該電磁放射線は、該フ
ォトマスク基板の高吸光係数と実質的に一致する波長を有することを特徴とする請求項１
６に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、２００８年３月２８日出願の「光学材料特性を修正するための装置及び方法
」という名称の米国特許仮出願出願番号第６１／０４０、２９１号、及び２００７年８月
９日出願の「間接表面清浄化のための装置及び方法」という名称の米国特許仮出願出願番
号第６０／９５４、９８９号に対する優先権を請求するものであり、それらの開示内容は
、本明細書においてその全内容が引用により組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、一般的に、比較的高度の容積的及び位置的精度での材料の改質に関する。よ
り具体的には、本発明は、フォトリソグラフィ処理、半導体の作成、及びミクロ及びナノ
構造体に使用される半導体ウェーハ及びフォトマスクの修正におけるような半導体産業で
使用される基板及び品目からの材料の除去及び追加に関する。本発明は、基板改質をナノ
メートル及びより大きい範囲の広がりで、かつナノメートル位置精度（Ｘ、Ｙ、及びＺ）
を有する表面及び表面特徴部に対して行うことができる。
【背景技術】
【０００３】
　現行の従来技術の半導体製作工程は、構成要素生産に関してフォトマスク（レチクル）
の使用に依存している。フォトマスクは、典型的には、吸収性材料の薄層で被覆されてパ
ターン化された高透過性基板から構成される。これらのフォトマスクは、ウェーハ上にマ
スクパターンを印刷するために通常の処理使用中にＤＵＶ放射線に露出される。一般的に
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、フォトマスクパターンを透過した光は、レジスト被覆された半導体表面に転写される（
印刷処理）。フォトマスク上の汚染物質は、ＤＵＶ光を吸収又は散乱させ、生成した照明
パターンを変化させる可能性があるので、印刷処理を機能させるためにフォトマスク表面
に汚染物質がないことが重要である。フォトマスク上の欠陥（汚染又はその他）は、実際
の構造と共に撮像されて、特徴部生成及び従って最終デバイスにおける不具合を引き起こ
す可能性がある。
【０００４】
　清浄化要件の重要性のために、比較的攻撃的な清浄処理が、汚染物質のない表面を保証
するために典型的に必要とされる。この清浄化要件は、使用される公称処理がマスク上の
吸収膜を劣化させるので、フォトマスクの有効耐用年数を減少させる影響を有する。フォ
トマスクの有効耐用年数が超過した状態で製造を継続するためには、複製のフォトマスク
の組を製造する必要がある。部分吸収膜が被覆されたフォトマスクに対しては、この劣化
は特に問題である。これらのフォトマスクに対しては、標準清浄処理から生じた材料の損
失は、位相遅延の損失及び膜の透過率の増大をもたらす。この位相の損失及び透過度の増
大は、フォトマスクがそれ以上使用できなくなる前に適用することができる清浄処理の数
を制限する。特に、部分吸収膜を有するフォトマスクに関する有効耐用年数は、それらの
性能が位相及び透過度に決定的に依存するので、湿式清浄処理によって制限される可能性
がある。
【０００５】
　湿式清浄処理の攻撃性を有意に低減することは、それがフォトマスク製造に不可欠であ
るために、かつ可能な表面汚染が多種（レジストコーティング、残留有機物、光誘起欠陥
、粒子など）である理由で困難である。更に、清浄サイクルの数及び清浄処理の攻撃性は
、いくつかのファクタによって増幅される。高度に攻撃的な清浄処理を使用する理由の１
つは、フォトマスクからのペリクルフレームの除去／交換である。この工程は、攻撃的な
清浄化がなければ除去困難な接着剤残留物を残す可能性がある。レチクルが受ける清浄サ
イクルの数は、フォトマスクを生成するのに要する清浄化と、ペリクル装着及び使用後に
清浄化のためにマスクをどれだけ頻繁に返送すべきであるかに依存する。組立完了後（ペ
リクル装着を含む）及び使用後の清浄化に対する要件に寄与するものの１つは、使用及び
保管中のレチクル上の光誘起欠陥の成長である。これらの成長欠陥は、一般的にヘイズと
称され、レチクルが清浄処理を受けるために取り外されることを余儀なくさせる可能性が
ある。これは、最小の印刷可能特徴部サイズを有する最新のフォトマスクに対しては、そ
れらが非常に小さい成長欠陥によって影響を受けるので特に真である。
【０００６】
　再ペリクル装着が必要とする攻撃的湿式清浄化化学反応によって引き起こされる部分吸
収体の損失を低減するために、ヘイズ成長欠陥の影響を低減する努力が行われてきた。こ
れらの処理は、代替の湿式清浄化化学反応、表面調製、及び環境制御を含む。一般的に、
これらの処理は、ヘイズ成長欠陥を低減する潜在力を有するが、湿式清浄化に対する要件
を解消しない。これらの方法は、ペリクル装着後の攻撃的湿式清浄化に対する要件を低減
又は潜在的に解消することができるが、ペリクル装着前の湿式清浄化の影響は、依然とし
て問題となる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許仮出願出願番号第６１／０４０、２９１号
【特許文献２】米国特許仮出願出願番号第６０／９５４、９８９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　少なくとも以上の説明を考慮すれば、湿式清浄処理によって生じた変化を回復させるた
めにフォトマスク表面上の部分吸収性材料の位相遅延を増加させ及び／又は透過度を低下
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させることができる処理を開発することが有利であると考えられる。
【０００９】
　有用性、性能、耐用年数、又は使用の他の態様を強化するフォトマスク表面上の部分吸
収膜の位相及び／又は透過度を修正する新規な方法及び／又は装置を開発することが更に
有利であると考えられる。
【００１０】
　表面損傷の可能性が低くて有用性、性能、耐用年数、又は使用の他の態様を強化するフ
ォトマスク表面上の部分吸収膜の位相及び／又は透過度を修正する新規なレーザベースの
方法及び／又は装置を開発することが更に有利であると考えられる。
【００１１】
　ペリクル除去を行わないフォトマスク表面上の部分吸収膜の位相及び／又は透過度を修
正する新規な方法及び／又は装置を開発することが更に有利であると考えられる。
【００１２】
　フォトマスク表面上の部分吸収膜の位相及び／又は透過度を修正する方法及び／又は装
置をフォトマスク製作、ウェーハ製作、及び／又は修復処理に組み込むことが更に有利で
あると考えられる。
【００１３】
　フォトマスク表面上の部分吸収膜の位相及び／又は透過度を局所的又は全体的に修正す
ることによってフォトマスク上の限界寸法を制御する方法及び／又は装置を開発すること
が更に有利であると考えられる。
【００１４】
　表面汚染物質の熱ベースの除去ももたらし、かつ表面損傷の可能性が低くて有用性、性
能、耐用年数、又は使用の他の態様を強化するフォトマスク表面上の部分吸収膜の位相及
び／又は透過度を修正する新規なレーザベースの方法及び／又は装置を開発することが更
に有利であると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の実施形態は、部分吸収薄膜が配置されたフォトマスク基板の方向に電磁放射線
を向ける段階と、フォトマスク基板に温度上昇を発生させる段階と、薄膜の位相遅延損失
の少なくとも一部分を回復させる段階とを含む、フォトマスクの有効耐用年数を増加させ
る方法を提供する。電磁放射線は、フォトマスク基板の高吸光係数と実質的に一致する波
長を有する。
【００１６】
　本発明の他の実施形態は、部分吸収薄膜が配置されたフォトマスク基板の方向に電磁放
射線を向ける段階と、フォトマスク基板に温度上昇を発生させる段階と、薄膜の位相及び
透過度の少なくとも一方を修正する段階とを含む、フォトマスクの光学特性を改良する方
法を提供する。電磁放射線は、フォトマスク基板の高吸光係数と実質的に一致する波長を
有する。
【００１７】
　本発明の更に別の実施形態は、フォトマスク基板上に配置された部分吸収薄膜の方向に
電磁放射線を向ける段階と、薄膜に温度上昇を発生させる段階と、薄膜の位相及び透過度
の少なくとも一方を修正する段階とを含む、フォトマスクの光学特性を改良する方法を提
供する。電磁放射線は、薄膜の高吸光係数と実質的に一致する波長を有する。
【００１８】
　以下の本発明の詳細説明をより良く理解することができるように、かつ当業技術への本
発明の寄与をより良く認めることができるように、本発明のある一定の特徴をやや広範に
このように概説した。言うまでもなく、以下に説明しかつ本明細書に添付の特許請求の範
囲の主題を形成する本発明の付加的な特徴が存在する。
【００１９】
　これに関して、本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、
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以下の説明に示すか又は図面に例示する構成の詳細及び構成要素の配列にその適用を制限
しないことは理解されるものとする。本発明は、他の実施形態が可能であり、かつ様々な
方法で実施かつ実行することができる。本明細書並びに要約で使用する語法及び用語は、
説明目的のためであり、制限と見なすべきではないことも理解されるものとする。
【００２０】
　従って、本発明の開示が基づいている概念は、本発明のいくつかの目的を実施するため
に他の構造、方法、及びシステムの設計の基礎として容易に利用することができることを
当業者は認めるであろう。従って、特許請求の範囲は、こうした同等な構成をそれらが本
発明の精神及び範囲から逸脱しない限り含むと見なされることが重要である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１ａ】本発明の実施形態による部分吸収材料の外部発生熱励起の概略図である。
【図１ｂ】本発明の実施形態による基板の上のパターン化された部分吸収材料の図である
。
【図２】本発明の実施形態による電磁スペクトルの深紫外線領域から遠赤外線領域までの
ＭｏＳｉ吸収スペクトルのプロット図である。
【図３】本発明の実施形態による電磁スペクトルの深紫外線領域から遠赤外線領域までの
石英吸収スペクトルのプロット図である。
【図４】本発明の実施形態による表面に取り付けられたペリクルを含む薄膜部分吸収体を
有するフォトマスク表面の図である。
【図５ａ】本発明の実施形態によるペリクルを通過して表面上に集束されたレーザビーム
を示すペリクルを有するフォトマスクの図である。
【図５ｂ】本発明の実施形態による集束によって生じたマスク上とペリクル上とのビーム
スポットサイズの概略図である。
【図５ｃ】本発明の実施形態によるペリクルを通過して表面上に集束したレーザビームと
ペリクル上のビームスポットの側面とを示すペリクルを有するフォトマスクの概略図であ
る。
【図６ａ】本発明の実施形態によるガウス形ビームエネルギ分布と生成された対応する温
度プロフィールとの断面図である。
【図６ｂ】本発明のある一定の実施形態によりガウス、フラットトップ、及び／又はトッ
プハット形エネルギ分布を使用することができる本発明の実施形態により、トップハット
ビームエネルギ分布と生成された対応する温度プロフィールとの断面図である。
【図７】本発明のある一定の実施形態により接触点が例えば冷却板を通過する水流（又は
他の液体又は気体流）か又は熱電冷却のための電気接点のいずれかとすることができる本
発明の実施形態によるフォトマスクの底部に接触する冷却板を伴ったフォトマスクの図で
ある。
【図８】本発明のある一定の実施形態により空気流がペリクルフレームに向けられる本発
明の実施形態によるフォトマスク上の区域の強制対流冷却を示す図である。
【図９ａ】スポット間に大きい横方向間隔を有する単一の列又は行を示す、本発明の実施
形態による局所熱蓄積を最小にするための表面を横切るレーザビームの単一通過を示す図
である。
【図９ｂ】パルスの組の間に大きい間隔を有する重なった２組のビームスポットを有する
単一の列を示す、本発明の実施形態による局所熱蓄積を最小にするための表面を横切るレ
ーザビームの２つの通過を示す図である。
【図９ｃ】本発明の実施形態により基板の区域にわたって基板のこの区画の材料変化処理
を達成する複数のレーザ通過を示す図である。
【図９ｄ】本発明の実施形態による材料変化処理の第２の広がりを示す図である。
【図９ｅ】本発明の実施形態による表面上の非近接パルスの使用を表す図である。
【図１０】本発明の実施形態による熱電対又は赤外線式温度モニタリングデバイスを伴う
基板上の部分吸収材料の概略図である。
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【図１１】本発明の実施形態による汚染物質分析のための撮像、鏡検、分光法、又は組合
せシステムを伴う基板上の部分吸収材料の概略図である。
【図１２】本発明の実施形態により撮像システムとレーザビーム送出とが共通経路である
撮像システムを伴った基板上の部分吸収材料の概略図である。
【図１３】本発明の実施形態によるロボット装荷とレーザビームに対する基板のＸ／Ｙ／
Ｚステージ運動とを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　ここで、本発明を図面を参照して説明するが、図面を通して同様な参照番号は同様な部
分を参照する。本発明のある一定の実施形態により、部分吸収材料を修正する方法を提供
する。図１ａに示すように、本方法は、部分的又は完全透過性基板（４）上に置き換えら
れた部分吸収膜（３）の直接励起を含むことができる。外部エネルギ源（１）をこの励起
を提供するために使用することができ、それは、電磁エネルギ源、より詳細には、ターゲ
ット材料に向けられたビーム（２）を有するレーザとすることができる。同じく図１ａに
示されている代替的な実施形態は、基板（４）又は部分吸収体（３）及び基板（４）両方
の熱励起を提供する外部エネルギ源（１）を利用し、基板から基板上の部分吸収体への熱
伝達（例えば、対流又は伝導による）を含むことができる。向けられたエネルギ源は、基
板と直接に相互作用する場合があるので、部分吸収体がパターン化されている時（図１ｂ
）、これは、要件になる場合がある。本方法の別の代替的な実施形態は、基板の又は基板
上に配置された部分吸収性材料に対して材料変化を生じるのに十分な熱エネルギを提供す
る基板に取り付けられたエネルギ源を利用することになる。基板との接触式熱交換デバイ
ス（１９）を含む図が図７に示されている。
【００２３】
　レーザ以外の代替の外部エネルギ源を使用することができる（例えば、電磁スペクトル
に沿ってエネルギを放射することができるランプ及び他のデバイスを使用することができ
、Ｘ線、マイクロ波、赤外線、近紫外線などのような発生器が含まれる）。部分吸収材料
及び基板は、多くの異なる材料のものとすることができる。基板は、部分吸収特性を有す
ることができ、上に配置された材料なしに材料修正のターゲットとされることも可能であ
る。部分吸収体内に生じた温度上昇は、材料及び／又は特性における熱ベースの変化を発
生させ、それらには、以下に制限されるものではないが、脱水、酸化、表面粗度、及び／
又は焼き鈍しが含まれる。
【００２４】
　本発明のある一定の実施形態により、部分吸収体を修正するのに典型的に使用される温
度が基板材料の熱損傷レベルよりも低いので、本方法は、基板損傷の危険性が小さい。本
方法は、一部の事例では、多光子吸収処理の可能性を多くの場合に低減する比較的長いパ
ルス幅を利用することができるので、基板損傷の危険性は、他の技術よりもこれも典型的
に低減されている。
【００２５】
　本方法は、汚染された基板の上方の環境が実質的に又は完全に密閉されている場合（図
４）の適用に特に有利とすることができる。これらの場合には、本方法は、この表面に対
して配置された基板環境筐体の一部である材料（８）を通過するビームの誘導を含むこと
ができる。例えば、本発明の方法は、ペリクル装着フォトマスク（図５ａ）の表面上の部
分吸収膜の修正に使用することができ、ペリクルは、少なくともペリクル膜（８）、ペリ
クルフレーム（９）、及びペリクルフレーム接着剤（１０）から成る。
【００２６】
　本発明のある一定の実施形態により、本方法は、部分吸収体の強い吸収性と実質的に一
致するレーザ波長を選択する段階と、望ましい部分吸収体修正が生じるようにレーザエネ
ルギ及びパルス幅を設定する段階とを含む。基板における高い吸収性は、一部の事例では
、この処理のためのより低いレーザエネルギを可能にし、従って、この表面に向けられた
又は表面から反射された時にレーザビームと相互作用する場合がある隣接材料への損傷の
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可能性を低減することができる。要件ではないが、本発明のある一定の実施形態により、
基板によっても高度に吸収される波長が選択され、部分吸収体と基板の間の熱的差異が低
減される。複数のレーザ波長及び／又はレーザエネルギの使用は、１つよりも多くの材料
から成る複数の部分吸収体又は基板が使用されている時に用いることができる。複数の波
長は、例えば、複数のレーザ源又は単一の同調可能レーザ源又は両方の利用によって生成
することができる。複数のエネルギは、レーザに対する内部又は外部制御を用いるレーザ
源出力エネルギの制御によって使用することができる。
【００２７】
　本発明のある一定の実施形態による方法の複数の材料から成る基板への適用は、材料パ
ラメータ、並びにビームパラメータの考慮を必要とする可能性があり、それには励起波長
選択が含まれる。本発明のある一定の実施形態により、部分吸収材料内で有意な吸収性を
有するレーザ波長が選択される。ある一定の実施形態では、選択された波長は、基板上又
は基板内の他の材料内での吸収性が小さく又はそれによって強く反射されることになり、
それによって温度上昇は、部分吸収材料内で主として起こることになる。部分吸収材料に
近接する材料が処理温度によって影響を受けることになる時に、これは、特に重要である
場合がある。例えば、ペリクル装着フォトマスクの場合には、ペリクル膜（８）及びペリ
クル膜接着剤（１０）が、部分吸収膜に極めて接近している。例えば、ペリクルフレーム
接着剤が脱気体又は劣化する時、システム内の全体の熱蓄積の低減が重要である場合があ
る。有意な熱がマスク表面とペリクル膜の間の環境（７）に伝達される時、この熱蓄積が
この膜、接着剤、又はペリクルフレーム（９）材料に影響を与える場合があるので全熱蓄
積をできるだけ小さくすることも重要である場合がある。場合によっては、処理温度が、
基板材料の損傷又は修正レベルよりも低いことが加えて好ましい場合がある。
【００２８】
　他の実施形態では、材料修正処理の基礎は、基板の全ての区域が、基板又は他の隣接材
料の熱損傷閾値を超えることなく、修正のために典型的に必要とされる温度に実質的に接
近した温度に到達することを特に望ましいものにする場合がある。材料のうちの１つを処
理温度に至らせるために典型的に必要とされるレーザエネルギが材料の吸収性の間に顕著
な差異が存在する場合は、特に、他の材料内に熱損傷を生じることになることが可能であ
る。ビームの局所フルエンスは、露出される材料に基づいて制御することができる。
【００２９】
　本発明のある一定の実施形態により、連続波（ＣＷ）レーザまで、かつこれを含むより
長いレーザパルス幅は、有意に異なる吸光係数を有する材料の間の熱平衡を改良するため
に使用することができる。しかし、こうしたより長いレーザパルス幅は、システム内に最
も高い温度上昇を生じさせ、基板表面に近い材料が処理温度よりも低い熱損傷閾値を有す
る時には使用できない。
【００３０】
　本発明のある一定の実施形態により、基板上の材料の全てにおいて有意な吸収性を有す
るレーザ波長が選択される。従って、例えば、あらゆる基板材料の損傷閾値よりも低い望
ましい処理温度をもたらすために同じエネルギを使用することができる。熱特性（拡散率
を含む）を考慮することにより、異なる材料の間の熱伝達を確実に利用することができる
。これは、場合によっては、特に、より高い吸収性の材料からの熱エネルギ流がより低い
吸収性の材料よりも好ましい場合は、基板全体にわたる部分吸収体修正を達成するための
低下した処理フルエンスの使用を可能にする。
【００３１】
　実施例
　以下は、ウェーハ製作工程に使用されるフォトマスク基板上の部分吸収膜の修正に適用
される本発明の一実施形態による方法の実施例である。この実施例は、説明する本発明の
方法の付加的な実施形態にわたって使用することができる。
【００３２】
　ビームパラメータの制御は、位相及び／又は透過度に関するフォトマスク部分吸収材料
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修正に関する本発明の実施形態において特に好ましい場合がある。例えば、波長選択は、
標準的なフォトマスクの物理的構造の理由で高度に望ましい。殆どの場合、フォトマスク
は、限界表面上に薄い吸収膜又は部分吸収膜を有する石英基板から成る（図１ａ及び図１
ｂ）。金属膜の場合には、発生可能なレーザ波長の大部分に対して有意な吸光係数が典型
的に存在する。しかし、部分吸収膜の場合には、純金属膜とは違ってこれらの膜が有意に
は吸収しない波長範囲が存在する可能性がある。一方、石英基板に対しては、基板が有意
な吸収度を有してレーザ源で一般的に利用することができる波長範囲は、典型的に制限的
であることになる。従って、ある一定の実施形態は、部分吸収膜によって強く吸収され、
一方基板は、選択された波長に対して吸収性が弱く又は透明である波長を利用することが
できる。この処理は、このシステムの全体の温度上昇を最小にすることができ、基板の直
接吸収損傷の危険性を低減することになる。
【００３３】
　本発明による代表的な方法の特定的な実施例は、レーザ励起を用いるフォトマスク基板
上の部分吸収膜の１つ又はそれよりも多くの特性の変化である。例えば、普通ＭｏＳｉと
呼ばれるモリブデン・シリコン酸窒化物（ＭｏｗＳｉｘＯｙＮｚ）膜を有するフォトマス
クである。材料特性変化は、部分吸収材料の透過位相遅延及び／又は透過度を含むことが
できる。表面形態及び／又は材料反射率における更に別の変化も含むことができ、それは
、表面粗度が反射率に影響することになり、反射率は、透過率に相関するからである。フ
ォトマスクに関する最低熱損傷点は、一般的に、基部石英基板に関する溶融／リフロー点
（すなわち、約１６００℃）であることになる。ＭｏＳｉの正確な材料特性に基づいて、
材料変化（例えば、焼き鈍し）は、石英基板のリフロー点よりもかなり低い温度で行うこ
とができる。従って、材料変化のための温度を基板材料の損傷レベルよりも低く生じさせ
ることが可能な処理が存在する。
【００３４】
　上述のように、基板材料の相対吸収度は、材料吸収特性における潜在的な差異のためと
一般的に考えられる。ＭｏＳｉ膜によって強く吸収される波長を選択することが好ましい
場合がある。図２は、ＭｏＳｉ部分吸収性フォトマスク膜に関する吸収性曲線の概略図で
ある。この例において、主要吸収性は、０．３μｍよりも短い波長又は９μｍよりも長い
波長のいずれかに存在する。より短い波長は、それらが空気によって普通有意に吸収され
るために、かつそれらがより高い光子エネルギを有して多光子処理をより生じやすいため
に、特に望ましい波長範囲にはない。例えば、１１．５μｍ付近の吸収ピークである９μ
ｍよりも長い波長を選択することが、本発明のある一定の実施形態に従えば特に好ましい
。これは、強い環境吸収なしにＭｏＳｉ膜内の強い吸収性を典型的に引き起こす。材料変
化を生じるのに必要なエネルギを低下させることにより、本発明の使用中のシステムへの
全熱投入量を最小にすることができると考えられる。
【００３５】
　これも上述のように、石英基板の吸収度も考慮することができる。フォトマスクに使用
される石英基板は、特に、深紫外（ＤＵＶ）波長範囲において高い透過度を有するように
通常設計される（図３）。これは、極めて低レベルの不純物を有する合成的に形成された
基板を用いることによって通常達成される。本発明のある一定の実施形態により、ＭｏＳ
ｉ内に有意な吸収度を有し、かつ石英基板内により低い吸収度を有することが有利とする
ことができる。図３に示すように、例示的な石英基板は、ＭｏＳｉ膜の吸収ピークで有意
な吸収度を持たない。従って、１１．５μｍで処理すれば、ＭｏＳｉ内の熱蓄積が石英に
優先して行われることが可能である。部分吸収体を持たない基板の区域における熱蓄積を
最小にすることにより、これは、本発明の使用中のシステムへの熱投入量を最小にするこ
とができると考えられる。
【００３６】
　本発明の代替的な実施形態では、フォトマスクの石英基板によって高度に吸収される波
長を選択することが有利とすることができ、それによってフォトマスク表面の全ての区域
が望ましい処理温度に到達するようになる。部分吸収層と対比した石英の熱特性を考慮す
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れば、材料の間の熱伝達が石英から吸収層に優先的に生じることになることを予想するこ
とができる。石英は、比較的低い熱拡散率を有し、部分吸収膜は、典型的に金属成分を含
み、従って、より高い熱拡散率を有するので、これが起こる可能性が大きい。部分吸収体
とフォトマスク基板の間の温度差が重要である時には、この実施形態を必要とするであろ
う。例えば、吸収体及び基板の熱膨張差は、この材料のうちの一方又は両方の損傷を生じ
る可能性があると考えられる。異なる材料膨張を有することは、部分吸収体と基板の間の
結合を弱め、分離（層間剥離）を生じる可能性があるとも考えられる。部分吸収体と基板
の間の熱平衡を必要とする時は、処理温度が達成されるような材料の間の熱輸送（伝導）
のための十分な時間を可能にするために、より長いパルス幅の使用がこれも好ましい場合
がある。
【００３７】
　上述の実施形態を考慮すれば、石英が処理波長で有意な吸収度を有する処理波長での作
動は、熱フローが吸収膜に対して好ましいことになるという理由で好ましい場合がある。
これらの基板に関する主要な吸収性は、一般的に０．２μｍよりも短い波長又は８μｍよ
りも長い波長のいずれかに存在する。より短い波長は、それらが空気によって普通有意に
吸収されるために、かつそれらがより高い光子エネルギを有して多光子処理をより生じや
すいために、特に望ましい波長範囲にはない。
【００３８】
　例えば、９μｍ付近の石英吸収である８μｍよりも長い波長を選択することは、本発明
のある一定の実施形態に従えば特に好ましい。これは、高い環境吸収なしに石英基板内に
高い吸収性を典型的に引き起こす。この波長は、部分吸収膜コーティング（すなわち、Ｍ
ｏＳｉ）を有するフォトマスクに対して利点も提供する。図２に示すように、この実施例
のＭｏＳｉ材料は、９μｍ付近で減少した吸収度を有し、従って、エネルギ源によって直
接生成される温度上昇は小さい。一般的に、一定のフルエンスで到達した膜材料温度は、
石英の高い吸収度及び石英と比較した部分吸収体のより高い熱拡散率のために、石英に関
するものと類似するはずである。部分吸収膜がこの波長範囲において比較的高い吸光係数
を有したとしても、期待される熱拡散率の利点のために、これが真であることも予想され
る。この範囲の他の波長の選択は、エネルギ源の直接吸収によって生じた材料内の相対熱
蓄積を変化させることにより、全体の熱的均一性を改善することが可能である。
【００３９】
　本発明のある一定の実施形態による使用のためにここで説明した処理は、フォトマスク
表面上の部分吸収膜を通過して進む光の位相遅延及び／又は透過度を全体的に修正するこ
とにより、フォトマスクの有効耐用年数を典型的に増加させる。材料損失は、従来型の清
浄処理の結果であるので、フォトマスクがもはや使用可能でなくなることになる前に行う
ことができる従来型の「清浄処理」の数には限界がある。材料の損失は、膜を通過する位
相の損失及び透過度の増大を生じるので、これは、部分吸収膜を有するフォトマスクに対
して特に真である。設計により、部分吸収膜フォトマスクの性能は、膜の位相及び透過度
に大きく依存している。本発明の処理の使用は、位相遅延の増大及び透過度の低下をもた
らすことができ、それは、湿式清浄に対して失われた材料特性を有効に回復させる。例え
ば、パルス持続時間、パルス振幅、ＣＷエネルギなどを制御するような表面に提供される
エネルギを調節することにより、処理の温度が制御することができる。
【００４０】
　フォトマスクの位相及び／又は透過度の全体的変化の付加的な利点は、マスク間の変動
性における改善とすることができる。各マスクが受ける湿式清浄の数は変動し、いくつか
の製造パラメータに依存する場合がある。一般的に、フォトマスクは、パターンを生成す
るのに必要な処理中の湿式清浄、並びにパターンの欠陥を補正する修復処理に続く湿式清
浄を受けることになる。最終の部分吸収体を通過する位相及び透過度は、部分吸収体の最
初の量、製作工程、及び湿式清浄の数に依存する。これは、使用前の位相及び透過度のマ
スク間の変動を生じる。有利な態様においては、マスク間の位相及び／又は透過度の変動
は、本発明の処理を用いるいずれかの特定のマスクの位相の増大（又は低下）及び／又は
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透過度の低下（又は増大）によって改善することができる。従って、異なる量の位相及び
／又は透過度の調節を使用前に異なるフォトマスクに適用することができ、各マスクが同
じレベルの位相及び／又は透過度に調節される。フォトマスクのこれらの性状の変動を狭
くすることにより、他のマスクパラメータの許容変動を拡げることができる。例えば、各
フォトマスクがより正確な位相遅延を有する時は、使用中の許容線幅変動を拡げることが
できる。例えば、線幅要件のような範囲を弱めた制御は、より高いフォトマスク収率を提
供することができるので、これは、修復処理との組合せにおいて特に有利である。
【００４１】
　処理エネルギとは無関係に又は大きいエネルギ範囲内で一定の又はほぼ一定の材料変化
を生じる処理を使用することは、有意に有利であるとすることができる。これは、酸化の
ような表面修正処理に関する場合であると予想することができ、この場合、酸化の深度は
、制限され及び／又は基本的に固定することができる。これはまた、焼き鈍しのような薄
膜材料変化処理に対しても予想することができ、それは、膜の全体の深度が同じ温度に励
起されると考えることができ、かつ焼き鈍し処理が一定の材料変化を生成することが可能
だからである。比較的一定の材料変化が生じる時、基板表面上の複数の分離された区域を
処理（図９ａ）することにより、平均的な材料変化を制御することができる。この場合に
は、処理区域（１３）間の間隔及び／又は非処理区域に対する処理区域の密度は、材料変
化処理の相対的な量を制御するのに使用することができるであろう。
【００４２】
　本発明のある一定の実施形態による処理の使用は、部分吸収フォトマスクの限界寸法を
補正するために使用することもできる。フォトマスク上の特徴部の限界寸法（ＣＤ）は、
ウェーハ印刷処理中に生成される限界特徴部に直接関係する。部分吸収膜の場合には、フ
ォトマスクの印刷画像は、ウェーハ上に形成されるフォトマスクの画像に寄与する位相の
影響によっても判断される。光学近接効果補正（ＯＰＣ）の使用は、大部分の高性能フォ
トマスク機能に極めて重要であり、かつこの膜の位相及び透過度に大きく依存する。部分
吸収性材料に局所的位相及び／又は透過度材料修正を適用することにより、ＯＰＣ／ＣＤ
の局所的変動を補正することができると考えられる。加えて、フォトマスクにわたってＣ
Ｄによる広い変化が存在する時は、様々な量の位相及び／又は透過度修正の適用をフォト
マスクにわたるＣＤ及びＯＰＣの全体の均一性を改善するために使用することができる。
局所的ＣＤ制御は、例えば、フォトマスクのための修復処理としてマスク印刷誤差を補正
するために使用することが同じく可能である。
【００４３】
　本発明のある一定の実施形態による方法は、フォトマスク部分吸収体修正に適用するこ
とができ、ペリクルの除去を必要としない。実際に、ペリクル装着と付加的な湿式清浄が
使用前に必要とされないことを保証するための検査検証との後に、部分吸収体修正を行う
ことが好ましいことが多い。例えば、レーザベースの位相及び／又は透過度修正は、ペリ
クル膜特性に影響を与えずにペリクル膜材料（８）を通過して行うことができる（図４）
。この場合には、処理波長でのペリクル膜の吸収度とペリクル膜の表面でのエネルギ密度
（フルエンス）とが典型的に考慮される。基板及び基板膜と同様に、この材料修正処理は
、損傷閾値を超えるペリクル膜内の温度上昇を一般的に生じさせない。しかし、ペリクル
膜によっては、石英基板に関する吸収ピークである９μｍ付近のペリクル膜内での有意な
吸収が存在する場合がある。しかし、ペリクル膜は基板表面の上方に配置されているので
、ペリクル膜に有意な吸収のある領域において作動させることはそれでも可能である。
【００４４】
　例えば、レンズ（１１）を用いるペリクル膜を通過して基板表面上へのレーザビーム（
１２）の集束は、波長選択に加えて、ペリクル膜内での相対温度上昇を減少させることが
できる（図５ａ）。あらゆる物質内での温度上昇は、以下のように表面に印加されるフル
エンスに比例する。
ΔＴ～Ｆ　　　　　式１
【００４５】
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　式中、ΔＴは、材料内の温度変化であり、Ｆは、吸収されたレーザフルエンスである。
【００４６】
　一定強度のビームパルスエネルギに対して、フルエンスは、以下のようにビームスポッ
ト半径の二乗に反比例する。
Ｆ～Ｅ／ｒ２　　　　　式２
【００４７】
　式中、Ｆはフルエンスであり、Ｅはエネルギであり、ｒは、基板上のビームの半径であ
る。
【００４８】
　ペリクル（１４）でのビーム半径のマスク表面（１３）上のビーム半径に対する比率は
、ペリクルを通過するビームの集束によって典型的に増大し、従って、フォトマスク基板
表面と比較したペリクル膜上の相対フルエンスを減少させることができる（図５ｂ）。
【００４９】
　波長の考慮に加え、システム内に高い温度上昇を生じる処理（例えば、過度に長いパル
ス幅又は高い繰返し数）の利用は、ペリクル膜の損傷閾値によって制限される場合がある
。パルス幅、相対フルエンス、処理持続時間、及び外部材料冷却制御の使用は、システム
の温度上昇をできるだけ小さくするのに使用される例示的なオフプロセスパラメータであ
る。
【００５０】
　ＭｏＳｉ基部の部分吸収性フォトマスクの実施例に加え、本発明の処理は、ＥＵＶ処理
に使用されるもののような全吸収性フォトマスク及び反射式（非透過性）フォトマスクに
対しても利点を有する。ＥＵＶ反射式フォトマスクの場合には、反射面の製造に典型的に
複数の材料が使用されると考えられる。これらは、代替材料、処理末端停止材料、及び完
全又は部分吸収材料の多重薄層を含むことができる。提案する本発明の方法は、これらの
材料のうちの１つ又はそれよりも多くの材料修正に使用することができる。この場合には
、表面形態及び反射率が、位相及び透過度に比べてフォトマスク性能においてより重要な
役割を有する場合がある。加えて、ＥＵＶフォトマスクの設計は、特に修正処理をサポー
トするように行うことができる。例えば、部分吸収体の処理中に多層に伝達される熱の量
を減少させるために、熱絶縁層を吸収体と反射性多層の間に配置することができる。より
標準的なフォトマスクに対して上述したように、ＥＵＶマスクの局所的又は全体的ＣＤ補
正は、本発明を用いて可能であると考えられる。また、ＥＵＶマスクの印刷における誤差
は、ＥＵＶフォトマスク上の材料のうちの１つ又はそれよりも多くの光学特性を修正する
ことによって補正することができる。例えば、多層反射コーティングに影響を及ぼすブラ
ンク基板表面欠陥（窪み、隆起、粒子など）は、本発明を用いて補正することができる。
【００５１】
　パルス成形
　レーザのパルス幅、時間的パルス形状、及び空間分布は、本発明のある一定の実施形態
による材料変化処理を改善し又は処理のための安全な作動範囲を増加させるために使用す
ることができる。より短いパルス幅は、システム（基板及び汚染物質）への全体的な熱入
力をできるだけ小さくするために使用することができる。より長いパルス幅は、延長され
た期間にわたって処理温度を維持して処理の均一性を高めるために使用され、かつ異なる
材料間の温度差を回避するために使用することができる。時間的パルス形状は、部分吸収
体内の温度上昇を制御するために使用することができる。長い温度上昇は、それに２次的
な効果（例えば、酸化）が続くことになる初期効果（例えば、焼き鈍し）をもたらすのに
使用することができる。複数のパルスの使用も、完全な処理のために所望されるビームエ
ネルギを低下させるのに使用することができ、それによってより長いパルス幅の利用に類
似して基板損傷の危険性が更に低減される。複数のパルスの利点は、処理が行われること
を可能にしながら、１つの材料の局所的冷却が、損傷を回避することが可能であることで
ある。例えば、ペリクル膜は、多重パルス熱蓄積を回避するために冷却することができ、
他方で部分吸収体は冷却されず、かつパルス間の熱蓄積は、この膜における処理温度に到
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達するのに使用される。
【００５２】
　レーザビームの空間分布は、処理ウィンドウを大きくするのに使用することができる。
例えば、（図６ａ）は、代表的なガウス空間分布（１５）を示し、これは、基板（１６内
）に温度勾配を生じる可能性があり、他方で（図６ｂ）は、基板（１８）内のより均一な
温度上昇を可能にするフラットトップ又はトップハット空間分布（１７）を示している。
この空間分布は、処理ウィンドウを大きくするのに使用することができる。フラットトッ
プ又はトップハット分布を有すれば、ビームスポット内の均一な温度上昇が可能であり、
それに対してガウス分布は、ビームスポット内部に温度勾配を典型的に引き起こす。基板
損傷の危険性を回避するために、ビーム内の最大エネルギは、ガウス分布のピークによっ
て典型的に制限される。ガウス形エネルギ分布は、エネルギ変動が、処理エネルギレベル
と損傷エネルギレベルの間のエネルギ差に類似している時に、フラットトップビームに比
較して材料損傷レベルを超える危険性がより高いと予想される。また、ガウス分布は、不
均一な材料変化影響を生じる可能性があるが、それに対してトップハット形エネルギ分布
は、ビームの作動区域内でのより均一な材料変化を生じると予想される。
【００５３】
　熱管理
　本発明のある一定の実施形態は、熱ベースの処理を含むので、処理される材料に近接す
る熱的に敏感な材料に対する損傷を回避するためにシステムの全体の温度を管理すること
が時には望ましい。これは、ペリクル除去のないフォトマスク材料修正処理の場合には特
に真である。ペリクル膜は、低い熱損傷閾値を典型的に有する。従って、ペリクル材料に
伝達し、及び／又はそれを損傷する場合がある全体のシステム温度の蓄積を回避すること
が時には有用である。これは、ペリクルフレームと、マスク表面及びペリクル膜間の密閉
環境とを含む。
【００５４】
　システム温度の管理は、いくつかの方法で達成することができる。以下の実施例は、サ
ンプル冷却のいくつかの代表的な方法を示し、他の方法が存在する場合があることは理解
されるものとする。システム温度を管理する１つの方法は、接触を通じた冷却である。例
えば、フォトマスクは、マスクの前面で発生した熱をマスクの裏面に向けて引き出すため
のヒートシンクとして機能するプレート（１９）と接触して置くことができる（図７）。
これは、マスク表面の上方の環境、ペリクル膜、及びペリクルフレームとマスク表面の間
の接着剤への熱伝達を減少させる。冷却は、様々な方法で達成することができ、それらに
は、ヒートシンクに入り（２１）そこから出る（２０）水の流れ又はマスク及び／又はペ
リクル上の他の冷却流体又は気体の流れ、マスク及び／又はペリクルの一部分又は全体の
熱電冷却又はレーザ誘起冷却が含まれる。
【００５５】
　温度を制御する別の可能な方法は、強制対流を通じた冷却である。図８に示すように、
濾過され及び／又は冷却された気体又は液体流は、一般的に、マスクの一部分上に（２４
）、ペリクル膜上に（２３）、フレーム及び／又は接着区域（２２）上に向けられ、これ
らの材料内の熱の蓄積が直接低減される（図８）。これは、一般的に、ペリクル膜損傷の
危険性を低減するのみならず、ペリクルフレーム及びペリクル膜接着剤からの汚染気体放
出が生じる危険性も典型的に低下させる。システム熱蓄積のハードウエア制御に加えて、
長くした処理時間を可能にすることによって熱蓄積を低減することができる。より遅いパ
ルスをシステムに印加し又は一連のパルス印加の間に遅延を与えることにより、限界レベ
ルを超える全システムの温度上昇を排除し、注入された熱を除去することができるように
することができる。
【００５６】
　パルス間の熱蓄積は、有利な態様においては制御することができ、かつ部分吸収体、基
板、及び／又は隣接材料の熱特性に依存する場合がある。一般的に、パルス間の熱蓄積は
、表面に衝突するレーザパルスの単位時間当たりの数を低減することによって制御するこ
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とができる。この温度蓄積は、隣接するレーザパルス間の間隔を大きくすることによって
も制御することができる。材料が、パルス間の熱蓄積に特に敏感である場合には（例えば
、ペリクル膜材料）、隣接するパルス間に大きい横変位を有することが特に望ましい場合
がある。この場合には、処理は、ターゲット表面の完全な清浄を得るために複数回のほぼ
同じ箇所へのレーザビームの位置決めを典型的に伴っている。例えば、第１の一連のレー
ザパルスが、比較的大きい横変位で表面に当てられる（図９ａ）。同じ区域にわたる第２
の通過は、図９Ｂに示すように、スポットの第１の組に対して僅かにシフトされた付加的
な一連のレーザパルス１３を配置する（図９ｂ）。この処理は、区域全体がレーザパルス
１３に当てられるまで継続される（図９ｃ）。本発明のある一定の実施形態により、第２
の方向における重複は、基板表面を完全に照明するのに使用されることがでる（図９ｄ）
。本発明のある一定の実施形態により、処理完全化のための複数のパルスを含むことが材
料修正処理に好ましい時には特に、この全体の処理が反復され及び／又は各通過の間の重
複が増大される。図示のような表面に対するビームの位置の変更は、ビームの移動及び／
又は基板の移動によって達成することができる。加えて、マスクにわたってより系統的に
分布した方法によるパルスの印加は、マスク上の熱蓄積の可能性を更に低減することがで
きる（図９ｅ）。
【００５７】
　技術的組合せ
　本発明は、レチクル耐用年数を延長するために表面処理又は環境制御技術に関連して使
用することができる。これらの技術の一部は、ペリクル装着の前の処理を必要とする場合
があるが、他のものは、ペリクル装着後に行うことができる。例えば、ペリクル装着前の
本発明に関連した表面処理方法は、高められた材料修正清浄の成果を提供することができ
る。こうして、この処理の影響は、例えば、部分吸収体内への代替材料の取り込み又は部
分吸収体内の熱蓄積の強化からもたらすことができる。
【００５８】
　加えて、部分吸収体（又は基板）の上部への新材料の追加は、部分吸収体の全体性能に
影響を及ぼすために使用することができる。必ずしも部分吸収体の直接修正であるという
わけではないが、本発明のこの実施形態を使用する利点が存在する場合がある。部分吸収
体の上部への材料の追加の場合には、この処理は、残留した表面調製材料の除去を含むこ
とができる。加えて、追加された材料は、その後の清浄処理によって除去することができ
、それによってこの処理を反復することができる。
【００５９】
　環境制御技術も本発明の方法と組み合わせて使用することができる。ペリクル及びペリ
クル以前の内側及び外側の両方の環境を制御する技術は、本発明の材料修正処理に組み合
わせて使用することができる。一実施形態は、材料特性を変化させるように部分吸収材料
と反応することになる気体によるペリクルの下の環境の置換を含むことになる。これは、
ペリクルフレーム上の濾過通気孔を通過する気体置換によりペリクル除去なしに行うこと
ができる。本発明に関連してペリクルの内側又は外側で不活性環境を維持することは、表
面材料変化処理に関するバルク吸収特性を改善するために更に有利とすることができる。
これらの組合せ処理は、相対的な位相遅延又は透過度の修正を増大させることができ、か
つそれによってフォトマスクの耐用年数が更に延長される。
【００６０】
　計測法
　本発明のある一定の実施形態は、重要な処理パラメータをモニタし、及び／又は材料修
正処理の経過及び終了を評価するための計測法と組み合わせて使用することができる。基
板材料の局所的発生温度の測定は、例えば、清浄処理と組み合わせて使用することができ
る。温度測定は、温度関連損傷の危険性を検証するためにこの処理の適用前に評価するこ
とができる。加えて、これらの温度は、処理制御を検証し、及び／又は材料損傷の危険性
を低減するために材料修正処理中にモニタすることができる。例えば、本発明のある一定
の実施形態により、基板及び／又は吸収膜の温度は、処理中モニタされ、望ましい処理を
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維持するために印加されるエネルギの制御をフィードバックする機能、又は過大な温度蓄
積が検出された時に清浄処理を停止させる機能を有する。温度モニタリングの複数のデバ
イス及び方法が存在し、接触式（３０）（例えば、熱電対）及び非接触式（２９）（例え
ば、赤外線カメラ２９）のデバイス及び方法が含まれる（図１０）。
【００６１】
　本発明のある一定の実施形態により、計測デバイス（３１）及び方法はまた、除去処理
の前、処理中、及び／又はその後に基板及び／又は基板上又は基板に隣接する材料の材料
特性を分析又はモニタするために使用される（図１１）。例えば、基板上の部分吸収膜の
材料特性の測定は、処理前の材料の位相遅延及び／又は透過度を計算するために使用する
ことができる。これは、吸収膜内に適切な位相遅延を誘起するために材料修正のための処
理温度を判断するのに使用することができる。この計測法は、処理中の位相及び／又は透
過度をモニタして処理にフィードバックし、又はそれが処理限界を外れている時は処理を
停止させるように使用することができる。基板の材料特性分析は、望ましい部分吸収体の
材料変化又は形態の変化を誘起させる適正なエネルギを判断するために使用することがで
きる。加えて、ペリクル膜の材料特性は、悪影響がペリクル材料に対して発生しているか
を判断するためにモニタすることができる。この情報は、処理の前に処理温度を制限する
ために、又は処理中に損傷が観察された時に処理を停止させるために使用することができ
る。例えば、１つ又はそれよりも多くの偏光解析器は、ペリクル膜、吸収膜、及び基板表
面の材料応答を測定するために使用することができる。このデータは、次に、膜厚、透過
率、及び位相を含む望ましい材料特性を計算するために使用することができる。測定デバ
イスは、処理エネルギ源と共通の光路を共用することが可能である（図１２）。例えば、
エネルギ源（１）は、ビーム分割デバイス（３３）を用いて、測定デバイス（３１）経路
内に連結することができる。図１２に示すように、付加的な光学要素（３２）が、計測デ
ータを適正に収集するのに必要とされる場合がある。
【００６２】
　例えば、フォトマスクの場合には、本発明のある一定の実施形態に従って、複数の計測
法を材料修正処理内に組み込むことができる。フォトマスクレチクルにわたる位相遅延及
び透過度の識別は、例えば、処理温度要件を定めることができる。フォトマスク上の局所
的又は全体的材料変動の識別は、処理適用のための横方向広がりとフォトマスクにわたる
異なる位置／区画を処理するのに使用される複数のエネルギレベルとを判断するために使
用することができる。
【００６３】
　本発明のある一定の実施形態により、透過光強度が測定され、その結果が吸収膜の他の
区画と比較される。計画された特徴部と検出された特徴部の間の差異は、次に、均一性を
改善するのに必要とされる材料特性の局所的変動を判断するために使用することができる
。加えて、空間画像測定は、本発明のある一定の実施形態に従ってフォトマスクの印刷特
性を評価するのに使用される。これらの測定は、材料修正処理から生じる吸収層への損傷
を検出するために原位置で使用することができる。
【００６４】
　清浄化されている表面に隣接する材料の特性をモニタする計測も、本発明のある一定の
実施形態に従って使用される。例えば、フォトマスクの上方のペリクル膜の温度は、ペリ
クル膜損傷の危険性を低減するためにモニタすることができる。ペリクル膜の透過特性も
、この処理中又はその後のこの処理の影響を適正化するために使用することができる。
【００６５】
　本発明の１つ又はそれよりも多くの実施形態を実施する時に当業者によって認められる
ように、上述の計測法の実施例は、本発明に全てが包含されることを意図していない。む
しろ、これらの実施例は、本発明による一部の方法内での計測法の使用を示すものに過ぎ
ない。
【００６６】
　装置
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　本発明の実施形態によるある一定の方法は、材料修正処理を達成するのに使用される装
置内に組み込まれる。こうした装置の実施例は、基板材料のロボット操作部（３５）及び
／又は外部エネルギ源に対して基板サンプルを位置決めする１つ又はそれよりも多くの運
動軸（３４）を更に含む（図１３）。ロボット操作部は、位置間の基板の移送のための基
板把持先端部（３６）を含むことができる。この装置は、例えば、上述の計測法のうちの
１つ又はそれよりも多くを包含することができ、及び／又は材料修正処理中の基板及び／
又は隣接材料を制御するための手段を含むことができる。加えて、装置は、基板をステー
ジングシステムに、及び従ってレーザビームに対して位置合せするために使用される計測
法を含むことができる。この計測法は、コンピュータ制御画像認識システムも含むことが
できる。更に、装置は、レーザ、運動、及び／又は計測法のコンピュータ制御も利用する
ことができ、かつ材料修正処理のソフトウエアベースレシピ制御を提供することができる
。レーザ制御は、例えば、処理中に何時レーザパルスを印加するかの制御、並びに印加さ
れるエネルギの制御を含むことができる。
【００６７】
　レチクル製作工程
　本発明のある一定の実施形態による方法及び／又は装置は、フォトマスク表面上の部分
吸収体の位相及び／又は透過度の修正を含む新規なレチクル製作工程の一部として使用す
ることができる。本発明のある一定の実施形態により、材料修正処理は、フォトマスク修
復処理を含むフォトマスク製作工程の前、その間、又はそれに続いて部分吸収体の全体的
特性を調節するために使用することができる。フォトマスクは、処理の前にペリクル装着
が行われてもよく、行われなくてもよい。ある一定の実施形態は、清浄処理に続いてフォ
トマスクに適用することができ、かつ標準清浄処理の一部として同じフォトマスクに適用
可能である。本発明のある一定の実施形態により、材料修正は、湿式清浄処理で生じた位
相損失及び／又は透過度増大を補正するために使用することができる。結果として、この
処理は、廃棄の前の付加的な湿式清浄処理及び／又はペリクル再取り付けを可能にするこ
とにより、現在達成されているものに勝り、かつフォトマスクの耐用年数を延長するため
に使用することができる。フォトマスクを廃棄すべきであるので、フォトマスクの複製さ
れた組が典型的に必要とされる。従って、本発明の方法は、フォトマスクの耐用年数を延
長させ、かつ生産工程を完了させるための複製マスクの必要性を低減することによるコス
ト低減も提供する。
【００６８】
　本発明のある一定の実施形態による新規なフォトマスクレチクル製作工程は、フォトマ
スクの部分吸収特性を修正するための上述の方法のうちの１つ又はそれよりも多くを利用
する装置を組み込んでいる。本発明の実施形態による代表的なレチクル製作工程は、製作
中にフォトマスクに適用される複数の湿式清浄処理を含む。湿式清浄処理の数は、マスク
間で異なり、それによって最終膜厚の変動がマスク間に存在する。本発明の実施形態によ
り、上述の材料修正方法のうちの１つ又はそれよりも多くは、各フォトマスクの異なる量
の位相及び／又は透過度を全体的に変化させるのに利用され、それによってマスク間の最
終の位相及び／又は透過度の変動が低減される。本発明の別の実施形態により、本発明の
方法のうちの１つ又はそれよりも多くの使用を組み込んだレチクル製作工程は、位相損失
及び／又は透過度増大を回復させ（全体的又は局所的に）、フォトマスクの耐用年数を延
長するために使用することができる。
【００６９】
　マスク間の光学性能の変動性に加え、各湿式清浄処理は、単一のフォトマスクにわたっ
て材料特性に変動を追加する。単一フォトマスク上の位相及び／又は透過度の変動は、湿
式清浄処理の後にその許容限界から外れることになることが可能である。それは、湿式清
浄処理の数が増加するのに従って特に真である。本発明の実施形態により、新規なフォト
マスクレチクル製作工程が提供され、これは、フォトマスクの光学特性の均一性を改善す
るために上述の材料修正方法のうちの１つ又はそれよりも多くを利用する装置を組み込ん
でいる。これは、位相及び／又は透過度を含む材料特性における全体フォトマスクでの不
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均一変化、又は１つ又はそれよりも多くの局所的変化の生成を含む。本発明のある一定の
実施形態による不均一な材料変化は、フォトマスクの光学特性における不均一性を補正す
ることにより、フォトマスクの耐用年数を延長するために使用される。
【００７０】
　本発明のある一定の実施形態による新規なウェーハ製作工程は、フォトマスク耐用年数
を延長することにより、製品製造のための付加的なマスク又はマスク組の使用を低減した
。
【００７１】
　本発明の多くの特徴及び利点は、本明細書から明らかであり、従って、本発明の真の精
神と範囲に含まれる本発明のそのような特徴及び利点の全ては、特許請求の範囲によって
網羅されることが意図されている。更に、当業者は、多くの修正及び変形を容易に想起す
ることになるので、図示かつ説明した厳密な構成及び作動に本発明を制限することは所望
されず、従って、全ての適切な修正及び均等物は、本発明の範囲にあると訴求することが
できる。
【符号の説明】
【００７２】
１　外部エネルギ源
３　部分吸収膜
４　部分的又は完全透過性基板
９　ペリクルフレーム
１４　ペリクル

【図１Ａ】
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